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No 該当項目・内容 問 答

0-1 全体 助成金について、消費税は全て税抜きでよいか？ 消費税は税抜きで結構です。

1-1 1.事業戦略・事業計画
P10記載の“N0年度”および“N1年度”は

GI基金事業の開始年度のそれぞれ何を表すか？

”N0年度”はGI基金事業開始前年度、”N1年度”はGI基金事業開始年度です。

”N0年度”を2024年度、”N1年度”を2025年度として記入してください。

1-2 1.事業戦略・事業計画

P10 および P14の注釈に“2035年度までの各年度

及び事業化年度、投資回収年度について単年度ご

とに記入”とあるが、2035年度まで毎年度すべて

の項目について記載が必要か？

また、事業化年度・投資回収年度が2035年度まで

に見込まれる場合には、各々の年度がわかるよう

に記載をすればよいか？

毎年度全ての項目について記載ください。表が1ページに収まるように文字を小

さくするなど頂いて結構です。

また、事業化及び投資回収が開始する予定の年度がわかるように記入ください。

1-3 1.事業戦略・事業計画

“会社全体の売上高研究開発費比率”の記載につい

て、“会社全体の売上高”はグループ企業の場合は

グループ全体についての記入で良いか？

グループ企業などの場合、グループ全体ではなく、提案する会社についての内容

で記入ください。”会社全体の売上高”は提案をする会社の売上高、”研究開発費”

は提案をする会社の研究開発費(ペロブスカイト太陽電池に限らず全ての)を基に

比率を記入ください。

なお、売上高の選択等に特段の事情がある場合は考え方を備考欄に記載してくだ

さい。

1-4 1.事業戦略・事業計画
実証設備の設置工事を請負発注する場合、公募の

体制表に記載する必要はあるか？

研究開発要素の無い設置工事については、外注費として計上可能で、その場合は

発注先を体制表に記載する必要はございません。発注先が傘下企業などであって

も同様です。

（詳細版）「課題設定型産業技術開発費助成事業」事務処理マニュアル

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_2025.html

外注については、上記マニュアルのP74-75をご参照ください。

1-5 1.事業戦略・事業計画

事業戦略ビジョン内「コア重要技術等」該当有無

について、分担によっては該当無しとなる認識で

良いか？

コア重要技術等の特定に向けた検討の結果、委託先において該当なしとなること

は問題ございませんが、その判断はGI基金事業の基本方針

(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/

202412.pdf)のP19～P22に準拠するものと

して頂きますようお願いします。

2-1
2.(6)提案内容に関する留意

事項

現状の効率等では20円/kWhには至らないが2025

年度末には20円/kWh達成の見込みの場合、別添

７や別添８の表に記入する変換効率、劣化率、稼

働年数は2025年度末の見込み値でよいか。

別添７（シート7-1）および別添８（2ページ目）に記載する変換効率、劣化率、

稼働年数は、2025年度末の見込み値を記入してください。

一方で、別添８で求めているI-Vカーブや劣化試験の結果により実用サイズモ

ジュールにおける現状の実力を示し、見込み値との差がある場合は、その差をど

うやって埋めるかを別添8の中で説明してください。

4-1 4.(2)提出書類
公募要領７ページの提出書類について、委託先も

提出が必要なものはどれか？

委託先分の書類提出要否は以下の通りです。

【提出必要】

③研究開発責任者及びチームリーダーの研究等経歴書

⑤その他の研究費の応募・受入状況

【提出不要】

④e-Rad 応募内容提案書

⑧GX リーグへの加入状況または温室効果ガス排出削減のための取組状況

⑬開発内容ごとの予算の年度推移

⑭関連書類

4-2 4.(2)提出書類 ⑭関連書類のフォーマットは？
特に定まった様式はありません。Wordなどを用いてURLを記載した資料をPDF

化して提出ください。

4-3
4.(5)提出にあたっての留意

事項

府省共通研究開発システム（e-Rad）の申請にお

ける事業開始日はいつにすればよいか。

公募要領に交付決定の時期の目安を記載していますので、それを記載してくださ

い。

4-4
4.(5) 提出にあたっての留意

事項

府省共通研究開発システム（e-Rad）の研究組織

情報、研究分担者の項目について、初年度の経費

およびエフォートを記入する様式になっている

が、初年度に活動しない事業者についてはどのよ

うに記入するべきか？

経費もエフォートも０と記入ください。

5-1 5.(1) 審査の方法について

面接審査では、提案企業の担当役員が出席とある

が、幹事企業以外の担当役員も出席する必要があ

るか。

同一コンソ内の企業の面接日は同日になるのか。

NEDOから直接助成を受ける企業については担当役員の出席が必要です。助成先

企業から委託を受ける企業の場合は出席不要です。

同一コンソの面接は同日に実施しますが、面接自体は各企業個別に行います。

面接はオンラインで行い、日程調整は出来ません。

8-1
8.(3) 交付及び助成事業の事

務処理等について

事業化の際に、助成によって構築した量産技術開

発環境ではなく、別に構築した量産環境を用いる

ことにした場合、量産技術開発環境を原状復帰す

ることは財産処分に該当するか？

該当します。

8-2
8.(3)交付及び助成事業の事

務処理等について
助成事業における契約の進め方は？

採択決定後に交付申請書等を提出頂き、交付決定の通知を行います。助成事業マ

ニュアルに様式はあるのでご参照ください。

公募に関するQ＆A 追加（公募説明会時および説明会後）

2025年度「グリーンイノベーション基金事業／次世代型太陽電池の開発プロジェクト」③次世代型太陽電池実証事業



8-3
8.(3)交付及び助成事業の事

務処理等について

実証事業において発生した電力の取り扱いについ

て、実証場所の企業等が自家消費で使用すること

は可能か。また、NEDOへの金銭的返納等、何ら

かの手続きが必要か。

実証事業の目的を達成するために自家消費が必要であることの説明を求めます。

なお、自家消費により得られた経済的利益に相当する額を助成対象費用から控除

いただく場合があります。

8-4
8.(3)交付及び助成事業の事

務処理等について

実証事業において発生した電力の扱いについて、

売電を行うことは可能か。

売電を行う事は可能ですが、売電によって得られた収入に相当する額を助成対象

費用から控除いただく必要があります。

8-5
8.(16)「不合理な重複」及び

「過度の集中」の排除

他機関における役職について、非常勤講師、子会

社の社外取締役は該当するか？

その方が研究代表者・研究分担者（各法人における研究開発責任者）であれば、

いずれも該当しますので、記載が必要になります。

8-6
8.(16)「不合理な重複」及び

「過度の集中」の排除
該当無しの場合は、様式３の提出は不要か？ 該当無しの場合は、表中に「無し」と記載したものを法人毎に提出ください。

8-7
8.(21)ＧＸに関する取組への

対応

（ⅰ）～（ⅲ）の温室効果ガス排出削減のための

取組について、提案する企業単独ではなく、提案

する企業を含んだグループの取組に関する情報で

良いか？

提案する企業単独についての情報でなければ認められません。

8-8
8.(21)ＧＸに関する取組への

対応

（ⅱ）のJ クレジット又はJCM その他国内の温室

効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調

達するについて、再エネ証書を購入するという内

容の記載で良いか？

（ⅲ）サプライチェーン全体でのGX実現に向け

た取組について、スコープ3の施策・計画で良い

か？

問題ございません。


